旅行サービス手配業
新規登録申請について

■申請等で来庁の際は、必ず電話予約して下さい。

■登録申請の際は、会社代表者（旅行業担当の取締役等）と旅行サービス手配業務取扱管理者が来庁して下さい。

■提出書類の控えは、必ず残しておいて下さい。

■提出書類は、次頁の旅行業登録申請書類一覧をよくご確認下さい。

※審査に必要な範囲で、登録申請書類一覧表に記載されていない書類の提出をお願いする場合があります。


旅行サービス手配業　新規登録申請書類一覧《大阪府》
（○：添付が必要　△：備考欄の条件に該当する場合に添付が必要）
	No
	添付書類
	法

人
	個

人
	備   考

	
	手数料
	16,000円分
	

	１
	新規登録申請書（１）
	○
	○
	申請書の住所欄は、法人の場合は登記簿上の「本社所在地」、個人の場合は住民票に記載の「住所地」とする。
※法人の｢本社所在地｣は登記簿の表記のとおり、個人の｢住所地｣は住民票の表記のとおり記載すること。

	
	新規登録申請書（２）
	△
	△
	営業所が複数ある（主たる営業所以外にも営業所がある）場合のみ。

	２
	定款又は寄付行為の写し
	○
	
	定款（又は寄付行為）及び登記簿の「目的」は、「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」、とし、これ以外の場合は宣誓書を提出。

※財団法人の場合は、議事録等の書面の写しを添付。

※法人設立後、定款等の内容を変更している場合は、変更後の全文を提出。（変更後の全文を作成していない場合は、総会議事録等、変更内容がわかるものを添付）

	３
	登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
	○
	
	発行日から６ヶ月以内のもの（但し、申請時において最新の内容のものであること）。

	
	住民票
	
	○

※
	※住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報の確認を受ける場合は添付不要。

住民票を添付する場合は、発行日から６ヶ月以内のもの（但し、申請時において最新の内容のものであること）。

個人番号（マイナンバー）が記載されたものは不可。

	４
	役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
	○
	○
	法人の場合は全役員分が必要（監査役を含む）。個人の場合は代表者（本人）分のみ。いずれも本人自署のこと（押印不要)。



	５
	旅行サービス手配業務に係る事業計画


	○
	○
	旅行サービス手配業務の概要：取り扱う旅行サービス手配業務の内容、対象顧客等を具体的に記入。
主な旅行業者・旅行サービス手配業者との契約状況：

・契約する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が無い場合は提携業者名に｢（予定）｣と付記。
・｢旅行業者等｣は、外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。

・日本における旅行業者又は旅行サービス手配業者については登録番号を提携業者名に付記。

	
	
	
	
	

	６
	旅行サービス手配業務に係る組織の概要
	○
	○
	旅行サービス手配業務を取り扱う部局の組織図、従業員数を記入し、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者を明示。

	７
	旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表
	○
	○
	雇用することが確実であると認められるものについては本人の同意書、出向者については出向証明書、出向予定者については本人の同意書及び出向契約書の写しを添付。

氏名変更等により管理者の名前と合格証の名前が異なる場合は、戸籍抄本等同一人物であることがわかるものを添付。

	
	旅行業務取扱管理者の合格証若しくは認定証又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写し
	○
	○
	

	
	選任取扱管理者の履歴書
	○
	○
	写真不要。用紙は市販のもので可。

	
	選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
	○
	○
	役員（法人）又は代表者（個人）が取扱管理者の場合は、宣誓書は１通で可。本人自署のこと(押印不要)。

	８
	事故処理体制表
	○
	○
	大阪府の連絡先（名称・電話番号等）等を明記。


【お問い合わせ先】大阪府府民文化部都市魅力創造局　企画・観光課　観光振興グループ（旅行業担当）
〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎37階　TEL:06-6210-9313  FAX:06-6210-9316
（参考）（一社）全国旅行業協会（ANTA）大阪府支部　〒556-0017大阪市浪速区湊町1-4-１ 大阪シティエアターミナル(OCAT)4階　TEL:06-6641-8008
（一社）日本旅行業協会（JATA）関西事務局　〒556-0017大阪市浪速区湊町1-4-１ 大阪シティエアターミナル(OCAT)4階　TEL:06-6635-3080
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大阪府庁POS 手数料額\16,000-

旅行業（旅サ手数料）


　新規登録申請書（１）
	受付印
	

	大阪府知事　登録　　旅行サービス手配業　　　　第　　　　　　　　　号



	ふりがな
	

	氏　　　　名

（法人にあってはその名称）
	

	ふりがな
	

	代表者の氏名

（法人の場合のみ）
	

	ふりがな
	

	住　　　　所

（法人にあってはその所在地）
	

	ふりがな
	

	商号
	

	ふりがな
	
	ふりがな
	

	主たる営業所の名称
	
	主たる営業所の所在地
	

	年　　　月　　　日　　

大阪府知事様
　

　旅行業法第二十三条の規定による新規登録の申請をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者の氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　


新規登録申請書（２）
（その他の営業所）
	営業所の名称
	所在地

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


宣誓書

私儀、（法人名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者　役職・氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
は、旅行サービス手配業登録申請に伴う必要書類、定款（又は寄付行為）及び登記簿の記載事項「目的」に不備があることを認め、　　　　年　　月　　日までに、速やかに訂正することを宣誓します。
訂正前　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
訂正後　：　旅行業法に基づく旅行サービス手配業
法人住所：

法人名：
代表者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　
宣誓書
※本人自署のこと（押印不要）

　　年　　月　　日
大阪府知事　様

住所
氏名
生年月日 　　　　年　　 月　　 日生
わたくしは次の事項に該当していないことを宣誓いたします。

１．旅行業法第１９条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第３７条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から５年を経過していない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前６０日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から５年を経過していないものを含む。）
２．拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過していない者

３．暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。）

４．申請前５年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
５．営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
６．旅行業法第６条第１項第６号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの若しくは旅行業法第26条第1項第3号において規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
７．暴力団員等がその事業活動を支配する者
第３号様式
旅行サービス手配業務に係る事業の計画（１）
１　氏名又は名称及び住所

　　氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　主たる営業所の住所：　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　TEL:　　　　　　　　　　　FAX:　　　　　　　　　　　　　

２　事業の沿革

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　主たる株主（株式会社のみ）

	株　　主　　名
	株数
	構成比
	会　社　と　の　関　係

	１．
	　　　株
	　　　％
	

	２.
	　　　株
	　　　％
	

	３．
	　　　株
	　　　％
	

	４．
	　　　株
	　　　％
	

	５．
	　　　株
	　　　％
	

	６．
	　　　株
	　　　％
	

	７．
	　　　株
	　　　％
	

	小　　　　計
	　　　株
	　　　％
	

	発行済株式総数
	　　　株
	　　　％
	


旅行サービス手配業務に係る事業の計画（２）
４　兼業の有無　

　　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

５　従業員数等

　　　　常勤役員数　　　人

　　　　　内　旅行サービス手配業実施部門担当役員数　　　人　　　　　　

内　旅行サービス手配業務取扱管理者有資格者　　

内　総合旅行業務取扱管理者試験合格者　　　人

　　　　　　　　　国内旅行業務取扱管理者試験合格者　　　人

　　　　　　　　　旅行サービス手配業務管理者研修修了者　　　人
　　　　全従業員数（役員は除く）　　　人

　　　　　内　旅行サービス手配業実施部門担当従業員数　　　人　　　　　　

内　旅行サービス手配業務取扱管理者有資格者　　
内　総合旅行業務取扱管理者試験合格者　　　人

　　　　　　　　　国内旅行業務取扱管理者試験合格者　　　人

　　　旅行サービス手配業務管理者研修修了者　　　人
　６　旅行サービス手配業務の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旅行サービス手配業務に係る事業の計画（３）
７　主な旅行業者等・旅行サービス手配業者との契約状況

	提　携　業　者　名
	所　　在　　地

	
	


※契約する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が無い場合は提携業者名に｢（予定）｣と

　付記すること。

※｢旅行業者等｣は、外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。

※日本における旅行業者等又は旅行サービス手配業者については登録番号を提携業者名に付記すること。
	旅行サービス手配業務にかかる組織の概要

代表取締役


　□印は選任した旅行サービス手配業務取扱管理者

■印は旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程修了者
※印は選任した総合旅行業務取扱管理者

＊印は総合旅行業務取扱管理者の有資格者

☆印は選任した国内旅行業務取扱管理者

◎印は国内旅行業務取扱管理者の有資格者


旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表

	営業所の

名称
	選　　任取扱管理者名
	生年月日
	現　　住　　所
	資格
	
合格、認定又は修了番号
	営業所に

おける地位

（職位）

	
	
	
	
	総合
	国内
	手配
	合格

番号
	認定

番号
	修了

番号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	事故処理体制表

	
	担当区分
	氏名
	平日の連絡先
	夜間及び日・祝・

祭日の連絡先

	社内の連絡・責任体制
	総括責任者

渉外担当責任者

旅客家族担当責任者
	
	℡
	℡

	外部との連絡体制
	外務省領事局
	海外邦人安全課
	直通（03）5501－8160

FAX（03）5501－8156
	TEL（03）3580－3311

[海外安全相談センター]

直通（03）5501－8162

	
	
	邦人テロ対策室
	直通（03）5501－8165

FAX（03）5501－8163
	

	
	大阪府府民文化部

都市魅力創造局
	企画・観光課
	TEL（06）6210－9313

FAX（06）6210－9316
	TEL（06）6210－9313

FAX（06）6210－9316

	
	[全旅協会員のみ]

（一社）全国旅行業協会
	大阪府支部
	TEL（06）6641－8008


	

	
	[日旅協会員のみ]

（一社）日本旅行業協会
	関西事務局
	TEL（06）6635－3080


	


【担　当】　


大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 　企画・観光課　企画グループ


〒559-8555 　大阪市住之江区南港北1-14-16（大阪府咲洲庁舎37階）


TEL：06-6210-9313  FAX：06-6210-9316


申請受付時間　10：00～16:00（12：15～13：00を除く）


※土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く











常勤役員　　　　　名


従業員　　　　　　名


　計　　　　　　　名








